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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体に支持された少なくとも一組の左右の電動機と、前記左右の電動機の出力トルクが
それぞれ付与される左右の駆動輪と、前記左右の電動機と左右の駆動輪との間でそれぞれ
トルクを伝達する左右の変速機構と、前記左右の電動機の回転をそれぞれ独立して制御す
ることにより車両の駆動力および制動力を制御する制駆動力制御手段とを備えた車両の制
御装置において、
　前記左右の電動機は、それぞれの回転軸の軸線方向が互いに平行となるように前記車体
に支持されて、かつ該回転軸の回転方向が左右で逆になるように制御されるとともに、
　前記左右の変速機構により前記左右の電動機の出力トルクをそれぞれ変更するとともに
、左右いずれか一方の前記変速機構により左右いずれか一方の前記電動機の出力トルクの
回転方向を反転して左右いずれか一方の前記駆動輪に伝達する反転手段と、
　前記車両のピッチング方向もしくはローリング方向もしくはヨーイング方向における車
両挙動の変動量を検出もしくは推定する車両挙動検出手段と、
　前記車両挙動検出手段により検出もしくは推定された前記車両挙動の変動量に基づいて
前記制駆動力制御手段と前記反転手段とを協調制御する車両挙動安定化手段と
を備えていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　前記車両挙動安定化手段は、前記車両挙動検出手段により検出された前記変動量が大き
いほど、前記左右の電動機の出力トルクの大きさの差が大きくなるように前記制駆動力制
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御手段と前記反転手段とを協調制御する手段を含むことを特徴とする請求項１に記載の車
両の制御装置。
【請求項３】
　前記車両挙動安定化手段は、前記左右の駆動輪の駆動力もしくは制動力が左右で互いに
等しくなるように前記制駆動力制御手段と前記反転手段とを協調制御する手段を含むこと
を特徴とする請求項１または２に記載の車両の制御装置。
【請求項４】
　前記左右の変速機構は、回転軸回りの慣性モーメントが互いに等しくなるように構成さ
れていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の車両の制御装置。
【請求項５】
　前記左右の電動機は、前記左右の駆動輪と共にサスペンションを介して前記車体に支持
されたインホイールモータであることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の
車両の制御装置。
【請求項６】
　車体に支持された少なくとも一組の左右の電動機と、前記左右の電動機の出力トルクが
それぞれ付与される左右の駆動輪と、前記左右の電動機と左右の駆動輪との間でそれぞれ
トルクを伝達する左右の伝動機構と、前記左右の電動機の回転をそれぞれ独立して制御す
ることにより車両の駆動力および制動力を制御する制駆動力制御手段とを備えた車両にお
いて、
　前記左右の電動機は、それぞれの回転軸の軸線方向が互いに平行となるように前記車体
に支持されるとともに該回転軸の回転方向が左右で逆になるように制御され、
　左右いずれか一方の前記伝動機構により左右いずれか一方の前記電動機の出力トルクの
回転方向を反転して左右いずれか一方の前記駆動輪に伝達する反転手段を備えている
ことを特徴とする車両。
【請求項７】
　前記左右の伝動機構は、回転軸回りの慣性モーメントが互いに等しくなるように構成さ
れていることを特徴とする請求項６に記載の車両。
【請求項８】
　前記左右の電動機は、前記左右の駆動輪と共にサスペンションを介して前記車体に支持
されたインホイールモータであることを特徴とする請求項６または７に記載の車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車輪に付与するトルクを独立して制御することにより車両の挙動を制御す
る車両および車両の制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電気自動車の一形態として、車輪にモータを組み込み、車輪をモータで直接駆動
する、いわゆるインホイールモータ、およびインホイールモータ方式の車両が開発されて
いる。その一例として、コンパクト化を目的としたインホイールモータに関する発明が、
特許文献１に記載されている。この特許文献１に記載されているインホイールモータは、
車両の内側から外側へ向けて、モータ、減速機およびブレーキが順次配置され、ブレーキ
が減速機の外径側に設けられるように構成されている。また、この特許文献１には、イン
ホイールモータが、サスペンションにより車体に支持される構成も記載されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－８１８７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許文献１に記載されているようなインホイールモータを搭載した車両では、モ
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ータの回転を制御し、モータが出力するトルクを車輪に伝達することによって、車両の駆
動力あるいは制動力を得ることができる。しかしながら、車両の駆動力あるいは制動力を
得るためにモータがトルクを出力する際に、車輪と共にモータを支持している車体は、モ
ータの出力トルクの反力を受けることになる。インホイールモータのように、車軸とモー
タの回転軸とが同一軸線上もしくは平行になるようにモータが車体に支持されている場合
は、その出力トルクの反力のモーメントが車体に作用し、車両のピッチング方向における
車両挙動の変動を誘発する場合がある。このように、インホイールモータの出力トルクの
反力が車体に伝わると、運転者の意図しない車両挙動の変動すなわち車両姿勢の乱れが発
生し、運転者に違和感を与えてしまう可能性があった。
【０００５】
　この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであり、動力源として車両に搭載
された電動機がトルクを出力する際に、その出力トルクの反力を車体が受けることにより
生じる車両姿勢の乱れを防止もしくは抑制することができる車両および車両の制御装置を
提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、車体に支持された少なくとも一組の
左右の電動機と、前記左右の電動機の出力トルクがそれぞれ付与される左右の駆動輪と、
前記左右の電動機と左右の駆動輪との間でそれぞれトルクを伝達する左右の変速機構と、
前記左右の電動機の回転をそれぞれ独立して制御することにより車両の駆動力および制動
力を制御する制駆動力制御手段とを備えた車両の制御装置において、前記左右の電動機は
、それぞれの回転軸の軸線方向が互いに平行となるように前記車体に支持されて、かつ該
回転軸の回転方向が左右で逆になるように制御されるとともに、前記左右の変速機構によ
り前記左右の電動機の出力トルクをそれぞれ変更するとともに、左右いずれか一方の前記
変速機構により左右いずれか一方の前記電動機の出力トルクの回転方向を反転して左右い
ずれか一方の前記駆動輪に伝達する反転手段と、前記車両のピッチング方向もしくはロー
リング方向もしくはヨーイング方向における車両挙動の変動量を検出もしくは推定する車
両挙動検出手段と、前記車両挙動検出手段により検出もしくは推定された前記車両挙動の
変動量に基づいて前記制駆動力制御手段と前記反転手段とを協調制御する車両挙動安定化
手段とを備えていることを特徴とする制御装置である。
【０００７】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記車両挙動安定化手段が、前記
車両挙動検出手段により検出された前記車両挙動の変動量が大きいほど、前記左右の電動
機の出力トルクの大きさの差が大きくなるように前記制駆動力制御手段と前記反転手段と
を協調制御する手段を含むことを特徴とする制御装置である。
【０００８】
　さらに、請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記車両挙動安定化手
段が、前記左右の駆動輪の駆動力もしくは制動力が左右で互いに等しくなるように前記制
駆動力制御手段と前記反転手段とを協調制御する手段を含むことを特徴とする制御装置で
ある。
【０００９】
　またさらに、請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかの発明において、前記左
右の変速機構が、回転軸回りの慣性モーメントが互いに等しくなるように構成されている
ことを特徴とする制御装置である。
【００１０】
　そして、請求項５の発明は、請求項１ないし４のいずれかの発明において、前記左右の
電動機が、前記左右の駆動輪と共にサスペンションを介して前記車体に支持されたインホ
イールモータであることを特徴とする制御装置である。
　一方、請求項６の発明は、車体に支持された少なくとも一組の左右の電動機と、前記左
右の電動機の出力トルクがそれぞれ付与される左右の駆動輪と、前記左右の電動機と左右
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の駆動輪との間でそれぞれトルクを伝達する左右の伝動機構と、前記左右の電動機の回転
をそれぞれ独立して制御することにより車両の駆動力および制動力を制御する制駆動力制
御手段とを備えた車両において、前記左右の電動機は、それぞれの回転軸の軸線方向が互
いに平行となるように前記車体に支持されるとともに該回転軸の回転方向が左右で逆にな
るように制御され、左右いずれか一方の前記伝動機構により左右いずれか一方の前記電動
機の出力トルクの回転方向を反転して左右いずれか一方の前記駆動輪に伝達する反転手段
を備えていることを特徴とする車両である。
　また、請求項７の発明は、請求項６の発明において、前記左右の伝動機構が、回転軸回
りの慣性モーメントが互いに等しくなるように構成されていることを特徴とする車両であ
る。
　そして、請求項８の発明は、請求項６または７の発明において、前記左右の電動機が、
前記左右の駆動輪と共にサスペンションを介して前記車体に支持されたインホイールモー
タであることを特徴とする車両である。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、車両挙動の変動量が検出もしくは推定され、その車両挙動の
変動量に基づいて、左右の電動機の回転と左右の変速機構とが協調して制御されて、左右
の電動機の出力トルクがそれぞれ左右の駆動輪に伝達される。このとき、左右の電動機の
出力トルクが変更されるとともに、それらの出力トルクのうち一方の回転方向が反転され
て駆動輪に伝達される。また、走行状態の変化あるいは外乱などに起因する車両挙動の変
動が検出もしくは推定された場合は、その車両挙動の変動を抑制するために、その変動量
に基づいて、同様に、左右の電動機の回転と左右の変速機構とが協調して制御される。し
たがって、左右の電動機が駆動トルクもしくは制動トルクを出力する際には、左右で互い
に逆方向に回転制御される。そのため、電動機がトルクを出力する際に、左右の電動機が
支持されている車体が受けるそれら左右の電動機の出力トルクに対する反力は、互いに逆
方向となって、互いに打ち消し合い、もしくは相殺される。その結果、車体が電動機の出
力トルクに対する反力を受けることによる運転者の意図しない車両挙動の変動、いわゆる
車両姿勢の乱れを回避して、運転者に違和感を与えてしまうことを防止もしくは抑制する
ことができる。
　一方、請求項６の発明によれば、左右の電動機の出力トルクのうち一方の回転方向が反
転されて駆動輪に伝達される。したがって、左右の電動機が駆動トルクもしくは制動トル
クを出力する際には、左右で互いに逆方向に回転制御される。そのため、電動機がトルク
を出力する際に、左右の電動機が支持されている車体が受けるそれら左右の電動機の出力
トルクに対する反力は、互いに逆方向となって、互いに打ち消し合い、もしくは相殺され
る。その結果、車体が電動機の出力トルクに対する反力を受けることによる運転者の意図
しない車両挙動の変動、いわゆる車両姿勢の乱れを回避して、運転者に違和感を与えてし
まうことを防止もしくは抑制することができる。
【００１２】
　また、請求項２の発明によれば、車両挙動の変動量が検出もしくは推定されると、その
車両挙動の変動量の大きさに応じて、左右の電動機の出力トルクが制御される。すなわち
、車両挙動の変動量が大きいほど、左右の電動機の出力トルクの大きさの差が大きくなる
ように、左右の電動機の回転と左右の変速機構とが協調して制御されて、左右の電動機の
出力トルクが左右の駆動輪に伝達される。例えば走行状態の急激な変化や外乱などにより
、大きな車両挙動の変動が生じた場合に、その車両挙動の変動を抑制するためのトルクが
駆動輪に伝えられるように、すなわち、左右の電動機の出力トルクの差が、車両挙動の変
動を抑制する方向のトルクとなるように、またその出力トルクの大きさの差が、車両挙動
の変動量が大きいほど大きくなるように、左右の電動機の回転と左右の変速機構とが協調
して制御される。そのため、例えば電動機がトルクを出力し、その反力を車体が受ける際
、あるいは走行状態の変化や外乱などの影響を受ける際に検出もしくは推定される車両挙
動の変動に応じて、その車両挙動の変動を抑制する適切な大きさの駆動トルクもしくは制
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動トルクを駆動輪に付与することができ、車両姿勢の乱れを回避することができる。
【００１３】
　さらに、請求項３の発明によれば、左右の電動機の回転と、それら左右の電動機に対応
する左右の変速機構の動作とが協調して制御されて、左右の駆動輪における駆動力もしく
は制動力が互いに等しくされる。すなわち、左右の駆動輪のトルクが、左右で互いに同じ
方向・大きさになるように、左右の電動機の出力トルクがそれぞれ左右の変速機構を介し
て左右の駆動輪に伝達される。そのため車両の駆動力もしくは制動力を容易に制御するこ
とができる。
【００１４】
　またさらに、請求項４および６の発明によれば、左右の変速機構の回転軸回りの慣性モ
ーメントが左右で互いに等しいため、左右の変速機構が運転される際に互いの慣性モーメ
ントが相違することにより生じるアンバランスを回避でき、車両の駆動力もしくは制動力
を容易に制御することができる。
【００１５】
　そして、請求項５および７の発明によれば、インホイールモータが搭載された車両にお
いて、インホイールモータがトルクを出力する際に、車両姿勢の乱れの発生を回避して、
運転者に違和感を与えてしまうことを防止もしくは抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　つぎに、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。まず、この発明を適用した車両
の構成および制御系統を図２に示す。この図２に示す車両Ｖｅは、左右の前輪１，２およ
び左右の後輪３，４を有していて、各車輪１，２，３，４は、サスペンション５を介して
車両Ｖｅの車体Ｂｏに支持されている。ここでのサスペンション５は、例えば、ショック
アブソーバを内蔵したストラットおよびコイルスプリングおよびサスペンションアームな
どから構成されるストラット形サスペンションや、コイルスプリングおよびショックアブ
ソーバおよび上下のサスペンションアームなどから構成されるウィッシュボーン形サスペ
ンションなどの公知のサスペンションであって、それら各種サスペンションを適宜に選択
して採用することができる。
【００１７】
　左右の後輪３，４のホイール内部には、それぞれ左右のモータ６，７が組み込まれてい
ている。すなわち、それらの左右の後輪３，４に対応する左右のモータ６，７は、いわゆ
るインホイールモータであり、左右の後輪３，４、すなわち左右の駆動輪３，４と共にサ
スペンション５を介して車体Ｂｏに支持されている。また、左右のモータ６，７としては
、例えば交流同期モータを採用することができ、インバータ８を介してバッテリ９に接続
されている。そしてインバータ８は、各モータ６，７の回転を制御する電子制御装置（Ｅ
ＣＵ）１０に接続されている。
【００１８】
　左右のモータ６，７の駆動時には、バッテリ９の直流電力がインバータ８によって交流
電力に変換され、その交流電力が各モータ６，７に供給されることにより各モータ６，７
が力行されて、車輪に駆動トルクが付与される。また、各モータ６，７は車輪の回転エネ
ルギを利用して回生制御することも可能である。すなわち、各モータ６，７の回生・発電
時には、車輪の回転（運動）エネルギが各モータ６，７によって電気エネルギに変換され
、その際に生じる電力がインバータ８を介してバッテリ９に充電される。このとき、車輪
には回生・発電に基づく制動トルクが付与される。したがって、これらの左右のモータ６
，７、インバータ８、バッテリ９、ＥＣＵ１０等が、この発明における制駆動力制御手段
として機能している。
【００１９】
　左右の駆動輪３，４とそれに対応する左右のモータ６，７との間の動力伝達経路には、
左右のモータ６，７と左右の駆動輪３，４との間の変速比を変更して設定することのでき
る左右の変速機構１１，１２がそれぞれ設けられている。これら左右の変速機構１１，１
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２は、例えば、サンギヤと、リングギヤと、これらに噛み合う複数のピニオンギヤを支持
するキャリアとの三要素を有する遊星歯車機構により構成することができる。その場合、
それらサンギヤ、リングギヤ、キャリアの三要素のうち、いずれか一要素を入力に連結し
、他の一要素を出力に連結し、残りの一要素を固定するように設定し、その設定の組み合
わせを適宜に変更することによって、各変速機構１１，１２における変速比（すなわち遊
星歯車機構におけるギヤ比）を大小に変更することが可能である。
【００２０】
　左右の変速機構１１，１２は、上記のように左右のモータ６，７の出力トルクをそれぞ
れ変更するとともに、左右のモータ６，７の出力トルクのうち、一方の回転方向を反転し
て、それぞれ左右の駆動輪３，４へ伝達する構成となっている。具体的には、図３に示す
ように、左の変速機構１１が、シングルピニオン型の遊星歯車機構（図３の（ａ））によ
り構成されているのに対して、右の変速機構１２が、ダブルピニオン型の遊星歯車機構（
図３の（ｂ））により構成されている。したがって、これらの左右の変速機構１１，１２
が、この発明における反転手段として機能している。
【００２１】
　また、左右の変速機構１１，１２は、回転軸回りの慣性モーメントが互いに等しくなる
ように構成されている。すなわち、図３において、シングルピニオン型の遊星歯車機構で
ある変速機構１１のサンギヤＳｓおよびリングギヤＲｓと、ダブルピニオン型の遊星歯車
機構である変速機構１２のサンギヤＳｄおよびリングギヤＲｄとが、それぞれ同一の形状
・重量であるとすると、変速機構１１のキャリアＣｓが支持する部分の回転軸回りの慣性
モーメントと、変速機構１２のキャリアＣｄが支持する部分の回転軸回りの慣性モーメン
トとが互いに等しくなるように構成されている。
【００２２】
　例えば、キャリアＣｓによって支持される変速機構１１の各ピニオンギヤＰｓの支持位
置（変速機構１１の回転軸中心からの距離）と、キャリアＣｄによって支持される変速機
構１２の各ピニオンギヤＰｄ1，Ｐｄ2による各ピニオンギヤ対Ｐｄの支持位置（変速機構
１２の回転軸中心からの距離）とが等しく、また変速機構１１の各ピニオンギヤＰｓおよ
びそれに関連する支持部材（図示せず）などの総重量と、変速機構１２の各ピニオンギヤ
対Ｐｄおよびそれに関連する支持部材（図示せず）などの総重量とが互いに等しくなるよ
うに、各ピニオンギヤおよび各部材の形状・寸法、重量が設定されている。
【００２３】
　このように、左右の変速機構１１，１２の回転軸回りの慣性モーメントが、左右で互い
に等しくなるように構成されることによって、左右の変速機構１１，１２が運転される際
に、互いの慣性モーメントが相違することにより生じるアンバランスを回避することがで
きる。
【００２４】
　そして、各変速機構１１，１２は、ＥＣＵ１０に接続されていて、そのＥＣＵ１０から
出力される制御信号に基づいて各変速機構１１，１２の変速比（ギヤ比）が変更制御され
る。したがって、各モータ６，７の回転をそれぞれ独立して制御すること、および各変速
機構１１，１２の変速比（ギヤ比）をそれぞれ独立して制御することにより、各駆動輪３
，４に付与される駆動トルクおよび制動トルクをそれぞれ独立して制御することができる
。また、各変速機構１１，１２の変速比（ギヤ比）をそれぞれ変更することによって、そ
れに対応する各モータ６，７の出力トルクをそれぞれ変更することができる。
【００２５】
　したがって、シングルピニオン型の遊星歯車機構により構成される変速機構１１を介し
て駆動輪３へ出力トルクが伝達されるモータ６の回転方向と、ダブルピニオン型の遊星歯
車機構により構成される変速機構１２を介して駆動輪４へ出力トルクが伝達されるモータ
７の回転方向とが互いに逆方向となるように、左右のモータ６，７の回転と、それら左右
のモータ６，７に対応する左右の変速機構１１，１２の動作とを協調して制御することに
よって、左右の駆動輪３，４における駆動力もしくは制動力を互いに等しくすることがで
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きる。
【００２６】
　車体Ｂｏの各車輪１，２，３，４の各サスペンション５に対応する所定の位置に、各サ
スペンション５のストローク量を検出するストロークセンサ１３がそれぞれ設けられてい
る。各ストロークセンサ１３は、ＥＣＵ１０に接続されていて、各ストロークセンサ１３
で検出された各サスペンション５のストローク量を基に、車両Ｖｅの車両挙動の変動、具
体的には、車両Ｖｅのピッチング方向あるいはローリング方向の変動および変動量を検出
することができるように構成されている。また、車体Ｂｏの所定の位置に、ヨーセンサ（
図示せず）等を設けることによって、車両Ｖｅのヨーイング方向の変動を検出することも
可能である。なお、上記のストロークセンサ１３に代えて、上下加速度センサ（図示せず
）を車体Ｂｏの各車輪１，２，３，４に対応する所定の位置に設けて、各上下加速度セン
サで検出された各サスペンション５位置での上下方向における加速度（上下加速度）を積
分することによって、各サスペンション５位置における車体Ｂｏの上下変位を算出し、そ
れらの検出もしくは算出結果を基に、車両Ｖｅのピッチング方向あるいはローリング方向
の変動および変動量を検出することも可能である。
【００２７】
　また、車体Ｂｏの各車輪１，２，３，４に対応する所定の位置に、各車輪１，２，３，
４の回転速度を検出する車輪速センサ１４がそれぞれ設けられている。それら各車輪速セ
ンサ１４は、ＥＣＵ１０に接続されていて、各車輪１，２，３，４の回転速度を検出する
とともに、それらの検出結果を基に、車体Ｂｏの前後方向における速度、および車体Ｂｏ
の前後方向における加速度（前後加速度）を検出することができるように構成されている
。なお、上記の車輪速センサ１４に代えて、例えば、各モータ６，７の回転を制御する制
御信号、あるいは各モータ６，７に供給される電力の電流値などを検出することによって
、車体Ｂｏの速度および車体Ｂｏの前後加速度を検出することも可能である。さらに、車
体Ｂｏの前後加速度は、前後加速度センサ（図示せず）を設けることによって検出するこ
とも可能である。
【００２８】
　そして、ブレーキペダル（図示せず）の踏み込み量（踏み込み角度）あるいは踏み込み
圧力を検出するブレーキペダルセンサ１５、また、アクセルペダル（図示せず）の踏み込
み量（踏み込み角度）あるいは踏み込み圧力を検出するアクセルペダルセンサ１６が設け
られている。これらのブレーキペダルセンサ１５およびアクセルペダルセンサ１６は、Ｅ
ＣＵ１０に接続されていて、それらの検出結果、すなわち運転者の操作による加減速要求
に基づいて、各モータ６，７の回転、および各変速機構１１，１２が適宜に制御されるよ
うに構成されている。
【００２９】
　上記のように車両Ｖｅの搭載された各種センサ等の検出結果に基づいて、車両Ｖｅの車
両挙動の変動および変動量を推定することも可能である。例えば、車輪速センサ１４によ
り検出される車速の変化、前後加速度センサにより検出される車体Ｂｏの前後加速度の変
化、アクセルペダルセンサ１６により検出される運転者の加速要求、ブレーキペダルセン
サ１５により検出される運転者の制動要求などに基づいて、車両Ｖｅの発進、停止、加速
、制動等を予測し、その際の車両挙動の変動を推定することができる。したがって、上記
に示した各種センサ、およびＥＣＵ１０等が、この発明における車両挙動検出手段として
機能している。
【００３０】
　前述したように、この発明は、車両Ｖｅに搭載された各モータ６，７がトルクを出力す
る際に、その出力トルクの反力を車体Ｂｏが受けることにより生じる車両姿勢の乱れ、す
なわち運転者の意図しない車両挙動の変動を防止もしくは抑制することを目的としていて
、そのために、この発明の制御装置は以下の制御を実行するように構成されている。
【００３１】
　図１は、この発明の制御装置による車両挙動安定化制御の制御例を説明するためのフロ
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ーチャートであって、このフローチャートで示されるルーチンは、所定の短時間毎に繰り
返し実行される。図１において、先ず、車両Ｖｅの車両挙動、この実施例のようにインホ
イールモータ６，７が搭載された車両Ｖｅでは、車両Ｖｅのピッチング方向の車両挙動の
変動およびその変動量が検出もしくは推定される（ステップＳ１）。
【００３２】
　このピッチング方向の車両挙動の変動は、例えば、各車輪１，２，３，４に設けられた
各ストロークセンサ１３による検出結果に基づいて、車両Ｖｅのピッチングとして検出す
ることができる。あるいは、ブレーキペダルセンサ１５もしくはアクセルペダルセンサ１
６による検出結果に基づいて、車両Ｖｅの発進もしくは停止、あるいは加速もしくは減速
を推定し、その結果に基づいて、車両Ｖｅに生じるであろうピッチングとして推定するこ
とができる。
【００３３】
　続いて、車両挙動の変動量の検出もしくは推定結果に基づいて、車両挙動の変動が生じ
ないか否か、すなわち、検出もしくは推定された車両挙動の変動量が“０”もしくはほぼ
“０”であるか否かが判断される（ステップＳ２）。例えば、極めて緩やかに発進・加速
もしくは制動・停止する状態、あるいは平坦路を車速一定で走行する場合のような定常走
行状態のように、車両挙動の変動が生じない、もしくはほとんど生じない（運転者が認識
できる程度の変動が生じない）場合は、車両挙動の変動量が“０”もしくはほぼ“０”で
あると判断できる。
【００３４】
　車両挙動の変動量が“０”もしくはほぼ“０”であることによって、このステップＳ２
で肯定的に判断された場合は、ステップＳ３へ進み、通常走行時の車両安定化制御が実行
される。通常走行時の車両安定化制御とは、車両挙動の変動量を“０”とした場合におけ
る各モータ６，７と各変速機構１１，１２との協調制御のことであり、左右の駆動輪３，
４での駆動力もしくは制動力を互いに等しくするため、各モータ６，７の出力トルクの回
転方向が互いに逆方向で、大きさが等しくなるように、各モータ６，７と各変速機構１１
，１２とを、それぞれ協調して制御するものである。そして、通常走行時の車両安定化制
御が実行されると、その後、このルーチンを一旦終了する。
【００３５】
　一方、車両挙動の変動量が“０”もしくはほぼ“０”でないこと、すなわち運転者が認
識できる程度以上の車両挙動の変動が検出もしくは推定されたことによって、ステップＳ
２で否定的に判断された場合には、ステップＳ４へ進み、検出もしくは推定された車両挙
動の変動量に基づいて、車体Ｂｏへ与えるべきモータ反力ピッチモーメントＭｐが算出さ
れる。
【００３６】
　ここで、モータ反力ピッチモーメントＭｐの算出方法について説明する。この実施例の
ように、左右のモータ６，７の出力トルクと、左右の変速機構１１，１２の変速比（ギヤ
比）とを制御することにより、左右の駆動輪３，４の駆動力もしくは制動力を制御する場
合、左のモータ６の出力トルクをＭＬ、右のモータ７の出力トルクをＭＲ、左の変速機構
１１のギヤ比をｎＬ、右の変速機構１２のギヤ比をｎＲ、左の駆動輪３の駆動力もしくは
制動力をＦＬ、右の駆動輪４の駆動力もしくは制動力をＦＲ、各駆動輪３，４のタイヤ半
径をｒとすると、左右の駆動輪３，４における駆動力もしくは制動力ＦＬ，ＦＲは、それ
ぞれ、
　　ＦＬ＝（ｎＬ／ｒ）・ＭＬ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（
１）
　　ＦＲ＝－（ｎＲ／ｒ）・ＭＲ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（
２）
として表される。通常走行時は、左右の駆動輪３，４における駆動力もしくは制動力ＦＬ

，ＦＲが等しくされるため、
　　ＦＬ＝ＦＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（３
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）
となる。このとき、左右のモータ６，７の出力トルクの反力によって、車体Ｂｏが受ける
モーメント、いわゆるモータ反力ピッチモーメントＭｐは、
　　Ｍｐ＝－（ＭＬ＋ＭＲ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（４
）
となり、上記の（１），（２），（３），（４）式より、モータ反力ピッチモーメントＭ
ｐは、
　　Ｍｐ＝｛（ｎＬ／ｎＲ）－１｝・ＭＬ 　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（
５）
として表すことができる。
【００３７】
　なお、モータ反力ピッチモーメントＭｐの正負の向きは、ここでは、車両Ｖｅの左側面
視（図２における矢視Ａ）において、車両Ｖｅのピッチングの回転中心に対して反時計回
り方向のモーメントを正のモーメントとし、車両Ｖｅのピッチングの回転中心に対して時
計回り方向のモーメントを負のモーメントとしている。したがって、（５）式より明らか
なように、左の変速機構１１のギヤ比をｎＬを大きくすると、すなわち、右の駆動輪４に
対して左の駆動輪３をより減速させると、車体Ｂｏには正の方向のモータ反力ピッチモー
メントＭｐ、すなわち車両Ｖｅを前のめりにするピッチモーメントが作用する。一方、左
の駆動輪３に対して右の駆動輪４をより減速させると、車体Ｂｏには負の方向のモータ反
力ピッチモーメントＭｐ、すなわち車両Ｖｅを後のめりにするピッチモーメントが作用す
る。
【００３８】
　図１のフローチャートの説明に戻り、モータ反力ピッチモーメントＭｐが求められると
、そのモータ反力ピッチモーメントＭｐに基づいて、各モータ６，７の回転と、各変速機
構１１，１２の動作とが協調して制御される（ステップＳ５）。そしてその後、このルー
チンを一旦終了する。このように、車両Ｖｅのピッチング方向の車両挙動の変動量に基づ
いてモータ反力ピッチモーメントＭｐの方向および大きさを設定することによって、車両
Ｖｅに発生した、もしくは発生すると推定されたピッチング方向の車両挙動の変動を抑制
もしくは防止することができる。
【００３９】
　以上のように、この発明に係る制御装置によれば、車両挙動の変動量が検出もしくは推
定されると、その車両挙動の変動量の大きさに応じて、左右のモータ６，７の回転と左右
の変速機構１１，１２とが協調して制御されて、左右のモータ６，７の出力トルクがそれ
ぞれ左右の駆動輪３，４に伝達される。すなわち、車両挙動の変動量が大きいほど、左右
のモータ６，７の出力トルクの大きさの差が大きくなるように、左右のモータ６，７の回
転と左右の変速機構１１，１２とが協調して制御されて、左右のモータ６，７の出力トル
クが左右の駆動輪３，４に伝達される。このとき、左右のモータ６，７の出力トルクが変
更されるとともに、それらの出力トルクのうち一方の回転方向が反転されて駆動輪３，４
にそれぞれ伝達される。
【００４０】
　例えば、車両挙動の変動量が“０”もしくはほぼ“０”の場合は、各モータ６，７の出
力トルクの回転方向が互いに逆方向で、大きさが等しくなるように、各モータ６，７と各
変速機構１１，１２とが協調して制御される。そのため、各モータ６，７がトルクを出力
する際に、各モータ６，７が支持されている車体Ｂｏが受けるそれら各モータ６，７の出
力トルクに対する反力が、互いに逆方向となって、互いに相殺される。その結果、車体Ｂ
ｏがモータ６，７の出力トルクに対する反力を受けることによる運転者の意図しない車両
挙動の変動、いわゆる車両姿勢の乱れを回避して、運転者に違和感を与えてしまうことを
防止もしくは抑制することができる。
【００４１】
　また、走行状態の急激な変化や外乱などにより、大きな車両挙動の変動が生じた場合に
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は、その車両挙動の変動を抑制するためのトルクが駆動輪３，４に伝えられるように、す
なわち、左右のモータ６，７の出力トルクの差が、車両挙動の変動を抑制する方向のトル
クとなるように、またその出力トルクの大きさの差が、車両挙動の変動量が大きいほど大
きくなるように、左右のモータ６，７の回転と左右の変速機構１１，１２とが協調して制
御される。そのため、走行状態の変化や外乱などの影響を受ける際に検出もしくは推定さ
れる車両挙動の変動に応じて、その車両挙動の変動を抑制する適切な大きさの駆動トルク
もしくは制動トルクを駆動輪３，４に付与することができ、車両姿勢の乱れを回避するこ
とができる。
【００４２】
　ここで、上述した具体例とこの発明との関係を簡単に説明すると、上述したステップＳ
１，Ｓ２の機能的手段が、この発明の車両挙動検出手段に相当する。また、ステップＳ３
ないしＳ５の機能的手段が、この発明の車両挙動安定化手段に相当する。
【００４３】
　なお、この発明は、上記の具体例に限定されないのであって、具体例では、車輪とモー
タとの動力伝達経路に設けられた変速機構が、遊星歯車機構により構成された例を示して
いるが、例えば、遊星歯車機構以外の歯車伝動機構、ベルトとプーリとによるベルト伝動
機構、ローラーチェーンとスプロケットとによるチェーン伝動機構などの、遊星歯車機構
以外の他の伝動機構を利用して構成される変速機構であってもよい。
【００４４】
　また、各車輪の駆動トルクもしくは制動トルクを独立して制御する手段として、各車輪
の内部に配置されたモータ、すなわちインホイールモータの回転を制御することにより前
記駆動トルクもしくは制動トルクを出力する例を示しているが、この具体例以外に、例え
ば、各車輪に対応させて車体に設置されたモータなどの動力源の出力をドライブシャフト
等を介して各車輪にそれぞれ伝達し、各車輪の駆動トルクもしくは制動トルクを独立して
制御する機構であってもよい。
【００４５】
　また、その場合、上記の具体例が、車両の車幅方向（左右方向）に出力軸の軸線方向が
平行もしくはほぼ平行となるように動力源が車体に設置され、車両のピッチング方向の変
動を抑制する制御例を示しているのに対して、車両の全長方向（前後方向）に出力軸の軸
線方向が平行もしくはほぼ平行となるように動力源が車体に設置される場合には、上記の
具体例に示す制御と同様の原理で、車両のローリング方向の変動を抑制する制御を行うこ
とができる。同様に、車両の車体（平面方向）に出力軸の軸線方向が垂直もしくはほぼ垂
直となるように動力源が車体に設置される場合に、車両のヨーイング方向の変動を抑制す
る制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】この発明の制御装置による、車両挙動の変動を抑制するための制御例を説明する
ためのフローチャートである。
【図２】この発明の車両および制御装置を適用可能な車両の構成および制御系統を模式的
に示す概念図である。
【図３】この発明の車両および制御装置を適用可能な車両の構成における遊星歯車機構を
用いた場合の変速機構を模式的に示す概念図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１，２…前輪、　３，４…後輪（駆動輪）、　５…サスペンション、６，７…モータ（
インホイールモータ）、　８…インバータ、　９…バッテリ、　１０…電子制御装置（Ｅ
ＣＵ）、　１１，１２…変速機構、　１３…ストロークセンサ、　１４…車輪速センサ、
　１５…ブレーキペダルセンサ、　１６…アクセルペダルセンサ、　Ｖｅ…車体、　Ｖｅ
…車両。
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